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№ 議案番号 件          名 頁 

1 第 43号議案 吉川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例 
1 

2 第 44号議案 吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 
7 

3 第 45号議案 吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 
23 

4 第 46号議案 吉川市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例 
24 

5 第 47号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 29 

6 第 48号議案 吉川市災害派遣手当等に関する条例の一部を改正する条例 31 

7 第 49号議案 令和４年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について 33 

8 第 50号議案 令和４年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
34 

9 第 51号議案 令和４年度吉川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 
35 

10 第 52号議案 令和４年度吉川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 
36 

11 第 53号議案 令和４年度吉川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について 
37 

12 第 54号議案 令和４年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特

別会計歳入歳出決算の認定について 
38 

13 第 55号議案 令和４年度吉川市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて 
39 

14 第 56号議案 令和４年度吉川市下水道事業会計決算の認定について 40 

15 第 57号議案 令和５年度吉川市一般会計補正予算（第４号） － 

16 第 58号議案 令和５年度吉川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） － 

17 第 59号議案 令和５年度吉川市介護保険特別会計補正予算（第１号） － 

18 第 60号議案 令和５年度吉川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） － 



 

19 第 61号議案 令和５年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特

別会計補正予算（第１号） 
－ 
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第４３号議案 

   吉川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成１０年吉川市条例第１

５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対応

する同表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動後項号」

という。）が存在する場合には、当該移動号を当該移動後項号とし、移動号に対応する移

動後項号が存在しない場合には、当該移動号（以下「削除号」という。）を削り、移動後

項号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後項号（以下「追加項号」とい

う。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除号を除く。以下「改正部

分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並び

に追加項号を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を

当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正

後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （建築物の容積率の最高限度） 

第４条 略 

２ 略 

３ 前２項に規定する建築物の容積率の算定の基

礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は算

入しない。 

 (1) 法第５２条第３項及び第６項並びに建築基

準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第

２条第１項第４号ただし書（同条第３項が適

用される場合を含む。）の規定により建築物

の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入

 

 （建築物の容積率の最高限度） 

第４条 略 

２ 略 

３ 前２項に規定する建築物の容積率の算定の基

礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は算

入しない。 

 (1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車

の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操

車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫

等」という。）の用途に供する部分の床面積

（当該床面積が当該敷地内の建築物の各階の
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しないものとされた建築物の部分の床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物

がある場合においては、それらの建築物の各

階の床面積の合計の和とする。以下この号に

おいて同じ。）の５分の１を超える場合にお

いては、当該敷地内の建築物の各階の床面積

の合計の５分の１） 

 (2) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に

供する部分の床面積（当該床面積が当該敷地

内の建築物の各階の床面積の合計の５０分の

１を超える場合においては、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計の５０分の１） 

 (3) 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を

設ける部分の床面積（当該床面積が当該敷地

内の建築物の各階の床面積の合計の５０分の

１を超える場合においては、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計の５０分の１） 

 (4) 自家発電設備を設ける部分の床面積（当該

床面積が当該敷地内の建築物の各階の床面積

の合計の１００分の１を超える場合において

は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合

計の１００分の１） 

 (5) 貯水槽を設ける部分の床面積（当該床面積

が当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計

の１００分の１を超える場合においては、当

該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の１

００分の１） 

 (6) 宅配ボックス（配達された物品（荷受人が

不在その他の事由により受け取ることができ

ないものに限る。）の一時保管のための荷受
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 (2) 略 

 (3) 低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物

の床面積を超えることとなるもの（平成２４

年国土交通省告示第１３９３号）に規定する

床面積（当該床面積が都市の低炭素化の促進

に関する法律（平成２４年法律第８４号）第

２条第３項に規定する低炭素建築物の延べ面

積の２０分の１を超える場合においては、当

箱をいう。）を設ける部分の床面積（当該床

面積が当該敷地内の建築物の各階の床面積の

合計の１００分の１を超える場合において

は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合

計の１００分の１） 

 (7) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高

さ１メートル以下にあるものの住宅又は老人

ホーム、福祉ホームその他これらに類するも

の（以下この号及び次号において「老人ホー

ム等」という。）の用途に供する部分（次号

に掲げる部分を除く。以下この号において同

じ。）の床面積（当該床面積が当該建築物の

住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１を超える場合におい

ては、当該建築物の住宅又は老人ホーム等の

用途に供する部分の床面積の合計の３分の

１） 

 (8) 法第５２条第６項の政令で定める昇降機の

昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホー

ム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する

部分の床面積 

 (9) 略 

 (10) 低炭素建築物の床面積のうち通常の建築

物の床面積を超えることとなるもの（平成２

４年国土交通省告示第１３９３号）に規定す

る床面積（当該床面積が都市の低炭素の促進

に関する法律（平成２４年法律第８４号）第

２条第３項に規定する低炭素建築物の延べ面

積の２０分の１を超える場合においては、当
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該低炭素建築物の延べ面積の２０分の１） 

 (4) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に

係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床

面積を超えることとなるもの（平成２８年国

土交通省告示第２７２号）に規定する床面積

（当該床面積が建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律（平成２７年法律第５３

号）第３７条に規定する認定建築物エネルギ

ー消費性能向上計画に係る建築物の延べ面積

の１０分の１を超える場合においては、当該

建築物の延べ面積の１０分の１） 

４ 法第５２条第１４項の規定による許可を受け

た建築物の容積率は、前３項の規定にかかわら

ず、その許可の範囲内において、これらの規定

による限度を超えるものとすることができる。 

 

 （建築物の建蔽率の最高限度） 

第５条 略 

２ 法第５３条第５項の規定による許可を受けた

建築物（同項第４号に掲げる建築物に限る。）

の建蔽率は、前項の規定にかかわらず、その許

可の範囲内において、同項の規定による限度を

超えるものとすることができる。 

 

 （建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわた

る場合の措置） 

第８条 略 

２ 建築物の敷地が第５条第１項の規定による制

限を受ける区域の内外にわたる場合は、当該建

該低炭素建築物の延べ面積の２０分の１） 

 (11) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画

に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の

床面積を超えることとなるもの（平成２８年

国土交通省告示第２７２号）に規定する床面

積（当該床面積が建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律（平成２７年法律第５

３号）第３２条に規定する認定建築物エネル

ギー消費性能の向上計画に係る建築物の延べ

面積の１０分の１を超える場合においては、

当該建築物の延べ面積の１０分の１） 

 

 

 

 

 

 （建築物の建蔽率の最高限度） 

第５条 略 

 

 

 

 

 

 

 （建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわた

る場合の措置） 

第８条 略 

２ 建築物の敷地が第５条の規定による制限を受

ける区域の内外にわたる場合は、当該建築物の
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築物の建蔽率を法第５３条第１項の規定による

建築物の建蔽率の限度とみなして、同条第２項

の規定を準用する。 

３ 略 

 

 （罰則） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する者は、

２０万円以下の罰金に処する。 

 (1) 第３条又は第６条第１項の規定に違反した

場合における当該建築物の建築主（建築物を

建築した後において、当該建築物の敷地を分

割したことによって第４条第１項若しくは第

２項又は第５条第１項の規定に違反した場合

においては、当該建築物の敷地の所有者、管

理者又は占有者） 

 (2) 第４条第１項若しくは第２項、第５条第１

項又は第７条の規定に違反した場合における

当該建築物の設計者（設計図書を用いないで

工事を施工し、又は設計図書に従わないで工

事を施工した場合においては、当該建築物の

工事施工者） 

 (3) 略 

２及び３ 略 

  

建蔽率を法第５３条第１項の規定による建築物

の建蔽率の限度とみなして、法第５３条第２項

の規定を準用する。 

３ 略 

 

 （罰則） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する者は、

２０万円以下の罰金に処する。 

 (1) 第３条又は第６条第１項の規定に違反した

場合における当該建築物の建築主（建築物を

建築した後において、当該建築物の敷地を分

割したことによって第４条第１項若しくは第

２項又は第５条の規定に違反した場合におい

ては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又

は占有者） 

 (2) 第４条第１項若しくは第２項、第５条又は

第７条の規定に違反した場合における当該建

築物の設計者（設計図書を用いないで工事を

施工し、又は設計図書に従わないで工事を施

工した場合においては、当該建築物の工事施

工者） 

 (3) 略 

２及び３ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和５年９月１日提出 

吉川市長 中原恵人   
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提案理由 

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の

一部を改正する法律（令和４年法律第６９号）の一部が施行されたことに伴い、建築基準

法（昭和２５年法律第２０１号）の規定による建築物の容積率及び建蔽率に関する制限の

適用除外に係る規定の追加その他所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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第４４号議案 

   吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年吉川市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない

場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （利用定員） 

第４条 略 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特

定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定

める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員

を定めるものとする。ただし、法第１９条第３

号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあって

は、満１歳に満たない小学校就学前子ども及び

満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定

めるものとする。 

 (1) 認定こども園 法第１９条各号に掲げる小

学校就学前子どもの区分 

 (2) 幼稚園 法第１９条第１号に掲げる小学校

就学前子どもの区分 

 (3) 保育所 法第１９条第２号に掲げる小学校

就学前子どもの区分及び同条第３号に掲げる

小学校就学前子どもの区分 

 

 （利用定員） 

第４条 略 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特

定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定

める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員

を定めるものとする。ただし、法第１９条第１

項第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

あっては、満１歳に満たない小学校就学前子ど

も及び満１歳以上の小学校就学前子どもに区分

して定めるものとする。 

 (1) 認定こども園 法第１９条第１項各号に掲

げる小学校就学前子どもの区分 

 (2) 幼稚園 法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもの区分 

 (3) 保育所 法第１９条第１項第２号に掲げる

小学校就学前子どもの区分及び同項第３号に

掲げる小学校就学前子どもの区分 
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 （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚

園に限る。以下この項において同じ。）は、利

用の申込みに係る法第１９条第１号に掲げる小

学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育

施設を現に利用している同号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数を超える場合においては、抽選、申込

みを受けた順序により決定する方法、当該特定

教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する

理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方

法（第４項において「選考方法」という。）に

より選考しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育

所に限る。以下この項において同じ。）は、利

用の申込みに係る法第１９条第２号又は第３号

に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同条第２号

又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該

特定教育・保育施設の同条第２号又は第３号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数を超える場合においては、教育・保育

給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族

等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高い

 

 （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚

園に限る。以下この項において同じ。）は、利

用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設

の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数を超える場合においては、抽

選、申込みを受けた順序により決定する方法、

当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育

に関する理念、基本方針等に基づく選考その他

公正な方法（第４項において「選考方法」とい

う。）により選考しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育

所に限る。以下この項において同じ。）は、利

用の申込みに係る法第１９条第１項第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当

該特定教育・保育施設を現に利用している同項

第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの総数

が、当該特定教育・保育施設の同項第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数を超える場合においては、教

育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度

及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要
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と認められる教育・保育給付認定子どもが優先

的に利用できるよう、選考するものとする。 

 

４及び５ 略 

 

 （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育

所に限る。以下この項において同じ。）は、法

第１９条第２号又は第３号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

に係る当該特定教育・保育施設の利用について

児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７３条

第１項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定により市町村が行う調整及び要

請に対し、協力しなければならない。 

 

 （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育

の提供を求められた場合は、必要に応じて、教

育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証

（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交

付を受けていない場合にあっては、子ども・子

育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４

４号）第７条第２項の規定による通知）によっ

て、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給

付認定子どもの該当する法第１９条各号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付

認定の有効期間及び保育必要量等を確かめるも

性が高いと認められる教育・保育給付認定子ど

もが優先的に利用できるよう、選考するものと

する。 

４及び５ 略 

 

 （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育

所に限る。以下この項において同じ。）は、法

第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用に

ついて児童福祉法第２４条第３項（同法附則第

７３条第１項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定により市町村が行う調整

及び要請に対し、協力しなければならない。 

 

 （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育

の提供を求められた場合は、必要に応じて、教

育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証

（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交

付を受けていない場合にあっては、子ども・子

育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４

４号）第７条第２項の規定による通知）によっ

て、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給

付認定子どもの該当する法第１９条第１項各号

に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保

育給付認定の有効期間及び保育必要量等を確か
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のとする。 

 

 （利用者負担額等の受領） 

第１２条 略 

２及び３ 略 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受け

る額のほか、特定教育・保育において提供され

る便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の

額の支払を教育・保育給付認定保護者から受け

ることができる。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に

要する費用 

  ア 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教

育・保育給付認定子どものうち、その教

育・保育給付認定保護者及び当該教育・保

育給付認定保護者と同一の世帯に属する者

に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ

(ｱ)又は(ｲ)に定める金額未満であるものに

対する副食の提供 

   (ｱ) 法第１９条第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども ７７，１０１円 

   (ｲ) 法第１９条第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども（特定満３歳以上保育認定子ども

を除く。イ(ｲ)において同じ。） ５７

，７００円（令第４条第２項第６号に規

定する特定教育・保育給付認定保護者に

めるものとする。 

 

 （利用者負担額等の受領） 

第１２条 略 

２及び３ 略 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受け

る額のほか、特定教育・保育において提供され

る便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の

額の支払を教育・保育給付認定保護者から受け

ることができる。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に

要する費用 

  ア 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教

育・保育給付認定子どものうち、その教

育・保育給付認定保護者及び当該教育・保

育給付認定保護者と同一の世帯に属する者

に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ

(ｱ)又は(ｲ)に定める金額未満であるものに

対する副食の提供 

   (ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども ７７，１０１円 

   (ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（特定満３歳以上保育認定

子どもを除く。イ(ｲ)において同じ。）

 ５７，７００円（令第４条第２項第６

号に規定する特定教育・保育給付認定保
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あっては、７７，１０１円） 

  イ 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教

育・保育給付認定子どものうち、負担額算

定基準子ども又は小学校第３学年修了前子

ども（小学校、義務教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部の第１学年から第

３学年までに在籍する子どもをいう。以下

イにおいて同じ。）が同一の世帯に３人以

上いる場合にそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める

者に該当するものに対する副食の提供（ア

に該当するものを除く。） 

   (ｱ) 法第１９条第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども 負担額算定基準子ども又は小学

校第３学年修了前子ども（そのうち最年

長者及び２番目の年長者である者を除

く。）である者 

   (ｲ) 法第１９条第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども 負担額算定基準子ども（そのう

ち最年長者及び２番目の年長者である者

を除く。）である者 

  ウ 略 

 (4)及び(5) 略 

５及び６ 略 

 

 （特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲

げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に

護者にあっては、７７，１０１円） 

  イ 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教

育・保育給付認定子どものうち、負担額算

定基準子ども又は小学校第３学年修了前子

ども（小学校、義務教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部の第１学年から第

３学年までに在籍する子どもをいう。以下

イにおいて同じ。）が同一の世帯に３人以

上いる場合にそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める

者に該当するものに対する副食の提供（ア

に該当するものを除く。） 

   (ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども 負担額算定基準子ども又

は小学校第３学年修了前子ども（そのう

ち最年長者及び２番目の年長者である者

を除く。）である者 

   (ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども 負担額算定基準子ども

（そのうち最年長者及び２番目の年長者

である者を除く。）である者 

  ウ 略 

 (4)及び(5) 略 

５及び６ 略 

 

 （特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲

げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に
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定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心

身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を

適切に行わなければならない。 

 (1) 略 

 (2) 認定こども園（認定こども園法第３条第１

項又は第３項の認定を受けた施設及び同条第

１０項の規定による公示がされたものに限

る。）次号及び第４号に掲げる事項 

 (3) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）第２５条第１項の規

定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教

育課程その他の教育内容に関する事項をい

う。） 

 (4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第

３５条の規定に基づき保育所における保育の

内容について内閣総理大臣が定める指針 

２ 略 

 

 （運営規程） 

第１７条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施

設の運営についての重要事項に関する規程（第

２８条において「運営規程」という。）を定め

ておかなければならない。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 特定教育・保育の提供を行う日（法第１９

条第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員を定めている施設にあって

は、学期を含む。）及び時間並びに提供を行

定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心

身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を

適切に行わなければならない。 

 (1) 略 

 (2) 認定こども園（認定こども園法第３条第１

項又は第３項の認定を受けた施設及び同条第

１１項の規定による公示がされたものに限

る。）次号及び第４号に掲げる事項 

 (3) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）第２５条の規定に基

づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程

その他の教育内容に関する事項をいう。） 

 

 (4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第

３５条の規定に基づき保育所における保育の

内容について厚生労働大臣が定める指針 

２ 略 

 

 （運営規程） 

第１７条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施

設の運営についての重要事項に関する規程（第

２８条において「運営規程」という。）を定め

ておかなければならない。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 特定教育・保育の提供を行う日（法第１９

条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員を定めている施設にあ

っては、学期を含む。）及び時間並びに提供
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わない日 

 (5)～(11) 略 

 

 （特別利用保育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（保育所に限る。

以下この条において同じ。）が法第１９条第１

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を

提供する場合には、法第３４条第１項第３号に

規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が前項の規定により特別

利用保育を提供する場合には、当該特別利用保

育に係る法第１９条第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の数及び当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同条第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの総数

が、第４条第２項第３号の規定により定められ

た法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに係る利用定員の数を超えないものとする。 

 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用保育を、施設型給付費には特例

施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型

給付費をいう。次条第３項において同じ。）

を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第

３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用

する。この場合において、第６条第２項中「特

を行わない日 

 (5)～(11) 略 

 

 （特別利用保育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（保育所に限る。

以下この条において同じ。）が法第１９条第１

項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保

育を提供する場合には、法第３４条第１項第３

号に規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が前項の規定により特別

利用保育を提供する場合には、当該特別利用保

育に係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に

利用している同項第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

総数が、第４条第２項第３号の規定により定め

られた法第１９条第１項第２号に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員の数を超えないも

のとする。 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用保育を、施設型給付費には特例

施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型

給付費をいう。次条第３項において同じ。）

を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第

３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用

する。この場合において、第６条第２項中「特



14 

定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に

限る。以下この項において同じ。）」とあるの

は「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供

している施設に限る。以下この項において同

じ。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「同条第１号又は第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同

条第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員の総数」と、第１２条第２項中

「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とある

のは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、同

条第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定

子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ど

も（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、

同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利

用保育を受ける者を含む。）」とする。 

 

 （特別利用教育の基準） 

第３７条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。

以下この条において同じ。）が法第１９条第２

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育

を提供する場合には、法第３４条第１項第２号

に規定する基準を遵守しなければならない。 

定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に

限る。以下この項において同じ。）」とあるの

は「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供

している施設に限る。以下この項において同

じ。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「同項第１号又は第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同

項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員の総数」と、第１２条第２項中

「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とある

のは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、同

条第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定

子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ど

も（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、

同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利

用保育を受ける者を含む。）」とする。 

 

 （特別利用教育の基準） 

第３７条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。

以下この条において同じ。）が法第１９条第１

項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用

教育を提供する場合には、法第３４条第１項第

２号に規定する基準を遵守しなければならな
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２ 特定教育・保育施設が前項の規定により特別

利用教育を提供する場合には、当該特別利用教

育に係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の数及び当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同条第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの総数

が、第４条第２項第２号の規定により定められ

た法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子ど

もに係る利用定員の数を超えないものとする。 

 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用教育を、施設型給付費には特例

施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前

節（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）

の規定を適用する。この場合において、第６条

第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１

号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるの

は「利用の申込みに係る法第１９条第２号に掲

げる小学校就学前子どもの数」と、「同号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもの総数」とあるのは「同条第１

号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもの総数」と、

「の同号」とあるのは「の同条第１号」と、第

１２条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲

げる額」とあるのは「法第２８条第２項第３号

い。 

２ 特定教育・保育施設が前項の規定により特別

利用教育を提供する場合には、当該特別利用教

育に係る法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に

利用している同項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

総数が、第４条第２項第２号の規定により定め

られた法第１９条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員の数を超えないも

のとする。 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用教育を、施設型給付費には特例

施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前

節（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）

の規定を適用する。この場合において、第６条

第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１

項第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」と

あるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１

項第２号に掲げる小学校就学前子どもの数」

と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総数」とある

のは「同項第１号又は第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もの総数」と、第１２条第２項中「法第２７条

第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２

８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準
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の内閣総理大臣が定める基準により算定した費

用の額」と、同条第４項第３号イ(ｱ)中「教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者

を含む。）」と、同号イ(ｲ)中「教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認

定子ども（特別利用教育を受ける者を除

く。）」とする。 

 

 （利用定員） 

第３８条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の

種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定

地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域

型保育事業所」という。）ごとに、法第１９条

第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用

定員（事業所内保育事業を行う事業所にあって

は、吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例第４５条の規定を踏ま

え、その雇用する労働者の監護する小学校就学

前子どもを保育するため当該事業所内保育事業

を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小

学校就学前子ども（当該事業所内保育事業が、

事業主団体に係るものにあっては事業主団体の

構成員である事業主の雇用する労働者の監護す

る小学校就学前子どもとし、共済組合等（児童

福祉法第６条の３第１２項第１号ハに規定する

共済組合等をいう。）に係るものにあっては共

済組合等の構成員（同号ハに規定する共済組合

により算定した費用の額」と、同条第４項第３

号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用

教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(ｲ)中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受け

る者を除く。）」とする。 

 

 

 （利用定員） 

第３８条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の

種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定

地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域

型保育事業所」という。）ごとに、法第１９条

第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに係

る利用定員（事業所内保育事業を行う事業所に

あっては、吉川市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例第４５条の規定

を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学

校就学前子どもを保育するため当該事業所内保

育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る

当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育事

業が、事業主団体に係るものにあっては事業主

団体の構成員である事業主の雇用する労働者の

監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等

（児童福祉法第６条の３第１２項第１号ハに規

定する共済組合等をいう。）に係るものにあっ

ては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共
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等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前

子どもとする。）及びその他の小学校就学前子

どもごとに定める法第１９条第３号に掲げる小

学校就学前子どもに係る利用定員とする。）

を、満１歳に満たない小学校就学前子どもと満

１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定め

るものとする。 

 

 （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第４０条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係

る法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子ど

もの数及び特定地域型保育事業所を現に利用し

ている満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳

以上保育認定子どもを除く。以下この章におい

て同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事業

所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員の総数を超える場合においては、

法第２０条第４項の規定による認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳

未満保育認定子どもが優先的に利用できるよ

う、選考するものとする。 

３及び４ 略 

 

 （特定地域型保育の取扱方針） 

第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準第３５条の規定

に基づき保育所における保育の内容について内

済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校

就学前子どもとする。）及びその他の小学校就

学前子どもごとに定める法第１９条第１項第３

号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

とする。）を、満１歳に満たない小学校就学前

子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区

分して定めるものとする。 

 

 （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第４０条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係

る法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学

前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に

利用している満３歳未満保育認定子ども（特定

満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章

において同じ。）の総数が、当該特定地域型保

育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える場合におい

ては、法第２０条第４項の規定による認定に基

づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認められる

満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用でき

るよう、選考するものとする。 

３及び４ 略 

 

 （特定地域型保育の取扱方針） 

第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準第３５条の規定

に基づき保育所における保育の内容について厚
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閣総理大臣が定める指針に準じ、それぞれの事

業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心

身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を

適切に行わなければならない。 

 

 （定員の遵守） 

第４８条 特定地域型保育事業者は、利用定員を

超えて特定地域型保育の提供を行ってはならな

い。ただし、年度中における特定地域型保育に

対する需要の増大への対応、法第４６条第５項

に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第

２４条第６項に規定する措置への対応、災害、

虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、

この限りでない。 

 

 （特別利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型

保育を提供する場合には、法第４６条第１項に

規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しな

ければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、当該

特別利用地域型保育に係る法第１９条第１号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの数及び特定地域型保育事業

所を現に利用している満３歳未満保育認定子ど

も（次条第１項の規定により特定利用地域型保

生労働大臣が定める指針に準じ、それぞれの事

業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心

身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を

適切に行わなければならない。 

 

 （定員の遵守） 

第４８条 特定地域型保育事業者は、利用定員の

定員を超えて特定地域型保育の提供を行っては

ならない。ただし、年度中における特定地域型

保育に対する需要の増大への対応、法第４６条

第５項に規定する便宜の提供への対応、児童福

祉法第２４条第６項に規定する措置への対応、

災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場

合は、この限りでない。 

 

 （特別利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用

地域型保育を提供する場合には、法第４６条第

１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵

守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、当該

特別利用地域型保育に係る法第１９条第１項第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの数及び特定地域型保

育事業所を現に利用している満３歳未満保育認

定子ども（次条第１項の規定により特定利用地
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育を提供する場合にあっては、当該特定利用地

域型保育の対象となる法第１９条第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども含む。）の総数が、第３８条第２

項の規定により定められた利用定員の数を超え

ないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域

型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第

３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。

次条第３項において同じ。）を、それぞれ含む

ものとして、この章（第４１条第２項を除き、

前条において準用する第８条、第９条、第１１

条、第１３条、第１４条、第２０条から第３２

条第１項まで、第３３条及び第３４条を含む。

次条第３項において同じ。）の規定を適用す

る。この場合において、第４０条第２項中「利

用の申込みに係る法第１９条第３号に掲げる小

学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申

込みに係る法第１９条第１号に掲げる小学校就

学前子どもの数」と、「満３歳未満保育認定子

ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

以下この章において同じ。）」とあるのは「同

条第１号又は第３号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども（第５

３条第１項の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合にあっては、当該特定利用地域型

保育の対象となる法第１９条第２号に掲げる小

域型保育を提供する場合にあっては、当該特定

利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども含む。）の総数が、

第３８条第２項の規定により定められた利用定

員の数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域

型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第

３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。

次条第３項において同じ。）を、それぞれ含む

ものとして、この章（第４１条第２項を除き、

前条において準用する第８条、第９条、第１１

条、第１３条、第１４条、第２０条から第３２

条第１項まで、第３３条及び第３４条を含む。

次条第３項において同じ。）の規定を適用す

る。この場合において、第４０条第２項中「利

用の申込みに係る法第１９条第１項第３号に掲

げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利

用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子どもの数」と、「満３歳未

満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子

どもを除く。以下この章において同じ。）」と

あるのは「法第１９条第１項第１号又は第３号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども（第５３条第１項の規定に

より特定利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては、当該特定利用地域型保育の対象となる法
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学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもを含む。）」と、「同号」とあるのは

「法第１９条第３号」と、「法第２０条第４項

の規定による認定に基づき、保育の必要の程度

及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要

性が高いと認められる満３歳未満保育認定子ど

もが優先的に利用できるよう、」とあるのは

「抽選、申込みを受けた順序により決定する方

法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する

理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方

法により」と、第４３条第１項中「教育・保育

給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付

認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる

法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条

第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる

額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは

「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるの

は「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは

「掲げる費用及び食事の提供（第１２条第４項

第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要す

る費用」と、同条第５項中「前４項」とあるの

は「前３項」とする。 

 

 （特定利用地域型保育の基準） 

第５３条 特定地域型保育事業者が法第１９条第

第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含

む。）」と、「法第２０条第４項の規定による

認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の

状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認

められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に

利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込み

を受けた順序により決定する方法、当該特定地

域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針

等に基づく選考その他公正な方法により」と、

第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護

者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者

（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２

項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」と

あるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額」

と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは

「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲

げる費用及び食事の提供（第１２条第４項第３

号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費

用」と、同条第５項中「前４項」とあるのは

「前３項」とする。 

 

 （特定利用地域型保育の基準） 

第５３条 特定地域型保育事業者が法第１９条第
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２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育施設認定子どもに対し特定利用地域型

保育を提供する場合には、法第４６条第１項に

規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しな

ければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合には、当該

特定利用地域型保育に係る法第１９条第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育施設認定子どもの数及び特定地域型保育事業

所を現に利用している同条第３号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育施設認定

子ども（前条第１項の規定により特別利用地域

型保育を提供する場合にあっては、当該特別利

用地域型保育の対象となる法第１９条第１号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育施設認定子どもを含む。）の総数が、第３８

条第２項の規定により定められた利用定員の数

を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域

型保育給付費には特例地域型保育給付費を、そ

れぞれ含むものとして、この章の規定を適用す

る。この場合において、第４３条第１項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対

象となる法第１９条第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育施設認定子どもに対し特定利用

地域型保育を提供する場合には、法第４６条第

１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵

守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合には、当該

特定利用地域型保育に係る法第１９条第１項第

２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育施設認定子どもの数及び特定地域型保

育事業所を現に利用している同項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育施

設認定子ども（前条第１項の規定により特別利

用地域型保育を提供する場合にあっては、当該

特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育施設認定子どもを含む。）の総

数が、第３８条第２項の規定により定められた

利用定員の数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域

型保育給付費には特例地域型保育給付費を、そ

れぞれ含むものとして、この章の規定を適用す

る。この場合において、第４３条第１項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対

象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定
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（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に

係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」

と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に

掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３

号の内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」と

あるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利

用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育

認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認

定子ども（令第４条第１項第２号に規定する満

３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第１

２条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除

く。）に要する費用」とする。 

  

子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限

る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限

る。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項

第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第

２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる

費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供

（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳

以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以

上保育認定子ども（令第４条第１項第２号に規

定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）に

係る第１２条第４項第３号ア又はイに掲げるも

のを除く。）に要する費用」とする。 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和５年９月１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）及び就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）の一部改正に伴い、所

要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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第４５号議案 

   吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

 吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年吉川市

条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に

改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （保育の内容） 

第２８条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省

令第６３号）第３５条に規定する内閣総理大臣

が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に

留意して、保育する利用乳幼児の心身の状況等

に応じた保育を提供しなければならない。 

  

 

 （保育の内容） 

第２８条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省

令第６３号）第３５条に規定する厚生労働大臣

が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に

留意して、保育する利用乳幼児の心身の状況等

に応じた保育を提供しなければならない。 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和５年９月１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の

一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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第４６号議案 

   吉川市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市公共下水道事業の設置等に関する条例（平成３０年吉川市条例第１９号）の一部

を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「削除項」という。）を削り、

同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「追加号」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び削除項を除く。以下「改正部

分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号

を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後

部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、

改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

   吉川市公共下水道事業及び農業集落排水事

業の設置等に関する条例 

 

 （設置） 

第１条 都市の健全な発展及び環境衛生の向上を

図るとともに、水質汚濁防止法（昭和４５年法

律第１３８号）第２条第１項に規定する公共用

水域の水質の保全に資するため、公共下水道事

業及び農業集落排水事業（以下これらを「下水

道事業」という。）を設置する。 

 

 

 （法の財務規定等の適用） 

第２条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９

２号。以下「法」という。）第２条第３項及び

 

   吉川市公共下水道事業の設置等に関する条

例 

 

 （公共下水道事業の設置） 

第１条 公共下水道を整備し、もって主として市

街地の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与

し、併せて水質汚濁防止法（昭和４５年法律第

１３８号）第２条第１項に規定する公共用水域

の水質の保全に資するため、吉川市公共下水道

事業（以下「公共下水道事業」という。）を設

置する。 

 

 （法の財務規定等の適用） 

第２条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９

２号。以下「法」という。）第２条第３項及び
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地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０

３号）第１条第２項の規定により下水道事業に

法第２条第２項に規定する財務規定等を適用す

る。 

 

 （経営の基本） 

第３条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮

するとともに、公共の福祉を増進するように運

営されなければならない。 

２ 公共下水道事業の経営の規模は、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりと

する。 

 (1) 排水区域 市の区域のうち、下水道法（昭

和３３年法律第７９号）第４条第１項の事業

計画に定める区域 

 (2) 排水区域面積 ７４９ヘクタール 

 (3) 排水人口 ４５，６８０人 

 (4) １日最大処理能力 ２３，１９０立方メー

トル 

３ 農業集落排水事業の経営の規模は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおり

とする。 

 (1) 処理区域 吉川市農業集落排水処理施設条

例（平成１６年吉川市条例第２４号）第２条

第２号の規定により告示された区域 

 (2) 事業区域面積 ２１．２ヘクタール 

 (3) 処理計画人口 ６８０人 

 (4) １日最大処理能力 １８４立方メートル 

 

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０

３号）第１条第２項の規定により公共下水道事

業に法第２条第２項に規定する財務規定等を適

用する。 

 

 （経営の基本） 

第３条 公共下水道事業は、常に企業の経済性を

発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう

に運営されなければならない。 

２ 排水区域は、市の区域のうち、下水道法（昭

和３３年法律第７９号）第４条第１項の事業計

画に定める区域とする。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 排水区域面積は、７４９ヘクタールとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 排水人口は、４５，６８０人とする。 
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 （会計事務の処理） 

第８条 法第３４条の２ただし書の規定により、

下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に

掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせ

るものとする。 

 (1)～(3) 略 

 

 （議会の議決を要する負担付きの寄附の受領

等） 

第９条 下水道事業の業務に関し法第４０条第２

項の条例で定めるものは、負担付きの寄附又は

贈与の受領で、その額が２００，０００，００

０円以上のもの及び法律上市の義務に属する損

害賠償の額の決定で当該決定に係る額が２０，

０００，０００円以上のものとする。 

 

 （業務状況説明書類の作成） 

第１０条 市長は、下水道事業に関し、法第４０

条の２第１項前段の規定により、毎事業年度次

の各号に掲げる期間の業務の状況を説明する書

類をそれぞれ当該期間経過後の最初の当該各号

に定める日までに作成しなければならない。 

 

 (1)及び(2) 略 

２ 前項の書類には、次に掲げる事項を記載しな

ければならない。 

５ １日最大処理能力は、２３，１９０立方メー

トルとする。 

 

 （会計事務の処理） 

第８条 法第３４条の２ただし書の規定により、

公共下水道事業の出納その他の会計事務のうち

次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行

わせるものとする。 

 (1)～(3) 略 

 

 （議会の議決を要する負担付きの寄附の受領

等） 

第９条 公共下水道事業の業務に関し法第４０条

第２項の条例で定めるものは、負担付きの寄附

又は贈与の受領で、その額が２００，０００，

０００円以上のもの及び法律上市の義務に属す

る損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が２

０，０００，０００円以上のものとする。 

 

 （業務状況説明書類の作成） 

第１０条 市長は、公共下水道事業に関し、法第

４０条の２第１項前段の規定により、毎事業年

度次の各号に掲げる期間の業務の状況を説明す

る書類をそれぞれ当該期間経過後の最初の当該

各号に定める日までに作成しなければならな

い。 

 (1)及び(2) 略 

２ 前項の書類には、次に掲げる事項を記載しな

ければならない。 
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 (1)～(3) 略 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、下水道事業の

経営状況を明らかにするため市長が必要と認

める事項 

３ 略 

 

 (1)～(3) 略 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、公共下水道事

業の経営状況を明らかにするため市長が必要

と認める事項 

３ 略 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （吉川市下水道事業特別会計設置条例及び吉川市農業集落排水事業特別会計設置条例の

廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

 (1) 吉川市下水道事業特別会計設置条例（昭和５４年吉川町条例第１５号） 

 (2) 吉川市農業集落排水事業特別会計設置条例（平成１０年吉川市条例第９号） 

 （経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前の吉川市農業集落排水事業特別会計設置条例に規定する吉川

市農業集落排水事業特別会計に係る令和５年度分の歳入及び歳出並びに決算について

は、なお従前の例による。 

 （吉川市下水道事業審議会条例の一部改正） 

４ 吉川市下水道事業審議会条例（平成元年吉川町条例第３号）の一部を次のように改正

する。 

  次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「追加号」という。）を加

える。 

  次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く。）を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （設置） 

 

 （設置） 
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第１条 下水道事業（公共下水道事業及び農業集

落排水事業をいう。）の円滑な推進を図るた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１３８条の４第３項の規定に基づき、吉川市下

水道事業審議会（以下「審議会」という。）を

設置する。 

 

 （組織） 

第２条 略 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

する。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 吉川市農業集落排水事業分担金条例（平成

１６年吉川市条例第２５号）第２条第４号に

規定する受益者 

 

第１条 下水道事業の円滑な推進を図るため、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８

条の４第３項の規定に基づき、吉川市下水道事

業審議会（以下「審議会」という。）を設置す

る。 

 

 

 （組織） 

第２条 略 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

する。 

 (1)～(3) 略 

 

 

 

 

 

  令和５年９月１日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業集落排水事業の経営及び資産の状況を正確に把握するため、地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９号）第２条第２項に規定する財務規定等を適用したいので、この案を提

出するものである。 
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第４７号議案 

   職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１５年吉川市条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない

場合には、当該改正部分を削る。 

 

改正後 改正前 

 

   附 則 

 

 （防疫作業手当の特例） 

２ 職員が、特定新型インフルエンザ等（新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法

律第３１号）第２条第１号に規定する新型イン

フルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に

係る同法第１５条第１項に規定する政府対策本

部が設置されたもの（市長が定めるものに限

る。）をいう。）から市民等の生命及び健康を

保護するために行われた措置に係る作業であっ

て市長が認めるものに従事した場合には、防疫

作業手当を支給する。この場合において、別表

（防疫作業手当に係る部分に限る。）の規定

は、適用しない。 

３ 前項の手当の額は、作業に従事した日１日に

つき、１，５００円（緊急に行われた措置に係

る作業であって、心身に著しい負担を与えると

 

   附 則 

 

 （防疫作業手当の特例） 

２ 職員が、新型コロナウイルス感染症（病原体

がベータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保

健機関に対して、人に伝染する能力を有するこ

とが新たに報告されたものに限る。）である感

染症をいう。以下同じ。）から市民等の生命及

び健康を保護するために緊急に行われた措置に

係る作業であって市長が認めるものに従事した

場合には、防疫作業手当を支給する。この場合

において、別表（防疫作業手当に係る部分に限

る。）の規定は、適用しない。 

 

３ 前項の手当の額は、作業に従事した日１日に

つき、３，０００円（新型コロナウイルス感染

症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接
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市長が認めるものに従事した場合にあっては、

４，０００円）を超えない範囲内において、そ

れぞれの作業に応じて市長が定める額とする。 

 

 

  

触して又はこれらの者に長時間にわたり接して

行う作業その他市長がこれに準ずると認める作

業に従事した場合にあっては、４，０００円）

とする。この場合において、第４条の規定は、

適用しない。 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和５年９月１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成１０年法律第１１４号）上の位置付けが変更されたことに伴う人事院規則

の改正の趣旨を踏まえ、防疫作業手当の特例を改正したいので、この案を提出するもので

ある。 

  



31 

第４８号議案 

   吉川市災害派遣手当等に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市災害派遣手当等に関する条例（平成１８年吉川市条例第２０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づ

き、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３

号）第３２条第１項（武力攻撃事態等における

国民の保護のための措置に関する法律（平成１

６年法律第１１２号）第１５４条及び新型イン

フルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律

第３１号）第２６条の８において読み替えて準

用する場合を含む。）及び大規模災害からの復

興に関する法律（平成２５年法律第５５号）第

５６条第１項の規定による吉川市に派遣された

職員（以下「派遣職員」という。）の災害派遣

手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型イ

ンフルエンザ等対策派遣手当（以下「災害派遣

手当等」という。）に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づ

き、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３

号）第３２条第１項（武力攻撃事態等における

国民の保護のための措置に関する法律（平成１

６年法律第１１２号）第１５４条及び新型イン

フルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律

第３１号）第４４条において読み替えて準用す

る場合を含む。）及び大規模災害からの復興に

関する法律（平成２５年法律第５５号）第５６

条第１項の規定による吉川市に派遣された職員

（以下「派遣職員」という。）の災害派遣手

当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフル

エンザ等緊急事態派遣手当（以下「災害派遣手

当等」という。）に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 

 

   附 則 
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 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和５年９月１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）の一部改正に伴い、

所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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第４９号議案 

   令和４年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度吉

川市一般会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和５年９月１日提出 

                             吉川市長 中原恵人   
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第５０号議案 

   令和４年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度吉

川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和５年９月１日提出 

                             吉川市長 中原恵人   
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第５１号議案 

   令和４年度吉川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度吉

川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和５年９月１日提出 

                             吉川市長 中原恵人   
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第５２議案 

   令和４年度吉川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度吉

川市介護保険特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和５年９月１日提出 

                             吉川市長 中原恵人   
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第５３号議案 

   令和４年度吉川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度吉

川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和５年９月１日提出 

                             吉川市長 中原恵人   
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第５４号議案 

   令和４年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度吉

川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意

見を付けて認定に付する。 

  令和５年９月１日提出 

                             吉川市長 中原恵人   
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第５５号議案 

   令和４年度吉川市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、令和４年

度に生じた利益について令和４年度吉川市水道事業剰余金処分計算書（案）のとおり処分

することについて議決を求め、同法第３０条第４項の規定により、令和４年度吉川市水道

事業会計決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和５年９月１日提出 

                             吉川市長 中原恵人   
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第５６号議案 

   令和４年度吉川市下水道事業会計決算の認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和４年

度吉川市下水道事業会計決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和５年９月１日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

 


